
 

 

九州大学の男女共同参画推進について 

 

平成１８年１１月１７日 

九 州 大 学 
 
Ⅰ．基本理念 

本学は、九州大学教育憲章及び九州大学学術憲章の精神を踏まえ、すべての

学生及び教職員が、性別にとらわれることなくその能力と個性を十分に発揮し、

男女が互いにその人権を尊重できる豊かなキャンパス環境を創り、「２１世紀

の人類と社会に真に貢献しうる九州大学」となるべく、大学全体で男女共同参

画を推進します。 

 

Ⅱ．基本方針 

本学は、以下に掲げる基本方針に従い、その具体的方策の実施に努めるとと

もに、各部局は、本学における基本理念や基本方針を踏まえ、部局における男

女共同参画を推進するための方針を定め、その実現に向けて計画的に取り組む

こととします。また、本学では実施状況等を公表します。 

 

１. 男女共同参画の意識の醸成 

学生及び教職員の男女共同参画に関する意識の醸成を図るため、広報・

啓発活動を推進します。学生においては、固定的な性別役割分担意識にと

らわれず、その能力を十分に発揮しうる職業意識の醸成に努めます。また、

既存の社会や学問に遍在する性差にかかわる既成概念についての深い洞察

力を養うべくジェンダー学の教育を充実します。 

 

２．修学及び就業環境の整備 

教職員の仕事と育児・介護等との両立を支援するため、休業制度や保育

所などの施設を充実するとともに、働き方に関する教職員の意識啓発に努

めます。また、学生及び教職員の修学・就業環境を著しく損なうセクシュ

アル・ハラスメント及びこれに類する人としての尊厳を侵害する行為の防

止・対策に真摯に取り組みます。 

 

３．教員の男女比率の改善 

平成１８年７月１日現在、本学の女性教員数は約２００名（約９％）で

す。教員の男女比率の改善は、社会への知の発信源である大学としての責

務です。本学では、当面の目標として、平成２２年３月までに、大学全体

の女性教員数を現在の１.５倍（約１３％）とするように努め、女性教員の

採用を促進します。 



 

 

Ⅲ．大学としての当面の取り組み 

１. 男女共同参画の意識の醸成 

○ 学生及び教職員を対象とする男女共同参画推進の啓発のための研修

会等の定期的な実施 

○ 学生及び教職員への男女共同参画に関する情報提供（ＨＰ、ニュー 

ズレター、ポスター、ちらし等） 

○ 本学の男女共同参画推進状況等を取りまとめた年次報告書の作成 

○ 全学教育におけるジェンダー関連科目の開講 

○ 女子学生への進路選択に資する具体的な情報提供 

 

２．修学及び就業環境の整備 

○ 学生及び教職員を対象とする育児環境に関する調査の実施並びにそ

の結果を踏まえた施策の策定及び実施 

○ 教職員への育児及び介護休業制度に関する情報提供 

○ 管理職を対象とする仕事と家庭生活との両立に関する研修会等の実

施 

○ 年次有給休暇の計画的取得や夏季休暇等の連続取得の奨励 

○ 学生及び教職員へのセクシュアル・ハラスメント等防止・対策に関

する情報提供（ＨＰ、ニューズレター、ポスター、ちらし等） 

○ 学生及び教職員を対象とするセクシュアル・ハラスメント等の防止

啓発のための研修会等の定期的な実施 

 

３．教員の男女比率の改善 

    ○ 各分野の女子学生の比率等を踏まえた各部局における教員の男女比

率の改善のための施策の策定及び実施 

○ 「公開公募の原則」促進のための教員公募及び採用状況の公表 

○ 女性応募者増加のための本学の教員公募情報周知方法の充実 

○ 採用に関して男女の差別がない旨の教員公募要項等への明記 

○ 学内研究助成への女性枠の設置 

○ 出産・育児期の女性教員を対象とする研究助成制度の設置 

○ 教育、研究等に関する相談体制整備等のための女性研究者ネットワ

ークの構築 

○ 中・高校生への女性研究者のロールモデルの提示 

 


